
1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 工 事 期 間

4 工 事 概 要

5 事業担当課

6 契 約 日

7 契 約 保 証

8 支 払 事 項 前 払 金 請負金額が300万円以上の場合は請求が可能である。

して請負金額の20％を限度とする。

部分出来高払 なし

完 了 払 金 工事完成検査合格後、請求のあった日から40日以内に

支払うものとする。

9 質 問 事 項 質問書提出日時 令和7年5月20日午前9時から正午まで

質 問 方 法

指定の質問書【ホームページ→しごと・産業→入札・契
約→建設工事・コンサルタント業務等→入札関係書類
（工事）からダウンロードできます。】により事業担当
課へ持参すること。

提 出 先 まちづくり事業課

質 問 回 答 日 令和7年5月22日午後1時から開札前日まで

質問回答場所

ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・
コンサルタント業務等→建設工事・建設工事等に係る業
務委託等入札のお知らせ（質問・回答を掲載しました）
にて閲覧できます。

そ の 他
質問がない場合は、質問書の提出は必要ありません。
また、質問・回答がない場合は、ホームページへの掲載
はありません。

　ただし、前払金として請負金額の40％、中間前払金と

落札の日の通知を受けた日を含み5日以内（市役所の業務の休みの日を除
く。）

　請負金額の10％以上とし、契約締結までに手続きを完了すること。現金
による場合は契約を締結する際に納付すること。ただし、設計金額が
5,000万円未満で大和郡山市契約規則第22条第3号に該当する場合は免除す
る。

　・建築改修工事　　一式
　

大和郡山市建設工事仕様書

大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事

大和郡山市矢田山町地内

着手の日から令和7年10月31日まで

事業担当課：まちづくり事業課
業務担当課：入札検査課（施設整備室）



特記仕様書（建築編） 
 

第１条 大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事の施工にあたっては、設計図書及び国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修の各仕様書［最新版］(ホームページ「官庁営繕の技術基準」参照)によるものと

する。 

 

第２条 各仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。 

 

第３条 請負者は工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る

ものとする。 

 

第１章  総  則 

 

１．設計図書の照査 

  本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、照査の事実を施工計画書、 

 または工事打合せ簿等より報告すること。 

 

２．工事の着手 

  本工事については、契約後速やかに着手すること。 

 

３．総合施工計画書の提出 

  総合施工計画書については、設計図書の内容及び現場条件を反映させ、契約後、土曜日、日曜日、 

祝日等を除き１０日以内に監督職員に提出しなければならない。 

 

４．施工体制について（建設業法・入札契約適正化法） 

  公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台 

帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。 

    また、施工体系図を作成し、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げるととも 

にその写しを発注者に提出しなければならない。 

    尚、工事の進行によって下請業者の変更があった場合は、すみやかに施工体制図等を変更し、そ 

の写しを発注者に提出しなければならない。 

   

５．建設副産物 

（１）本工事の施工により発生する建設副産物の受入場所（施設）については、別紙のとおりとする。 

（２）本工事の積算上の条件明示は下記のとおりであるが、受入場所（施設）を指定するものではな 

  い。 

   なお、設計変更については請負者の責によるものでないやむを得ない理由による場合を対象と 

  し、監督職員と協議し変更するものとする。 

   請負者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤である。 

   ① 受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能となった 

    場合。 

   



 

② 受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしくは迂回 

    経路の運搬距離が著しく延びる場合。 

   ③ 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合。 

   ④ 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合。 

   ⑤ 受入施設が廃棄物処理法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合。 

   なお、請負者の都合による受入場所（施設）の変更は、監督職員と協議の上、公的な受入施設

又は奈良県県土マネジメント部が建設発生土の受入施設として登録している民間受入施設とし、産

業廃棄物処分については各関係法令を遵守した奈良県内外の処分許可を持つ受入施設とする。また、

設計金額の変更は減額となる場合のみを対象とする。 

○積算上の条件明示 

 

建設副産物 

 

受入場所（施設） 

 
片道 

運搬距

離 

 
受入期間 

及び受入時間 

 
その他 

受入条件 

 

混合廃棄物  

     

 
(有)大志 

 

 

20km 

 
8:00～17:00 

夜間・休日不可 

 

 

中間 

 

（３）建設工事請負契約書「６ 解体工事に要する費用等（３）再資源化等をする施設の名称及び所 

  在地」については、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、積算上の条 

  件明示と別の方法であった場合でも、上記（２）①～⑤によらない場合は設計変更の対象としな 

  い。 

（４）産業廃棄物の搬出にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等により、適正に処理さ 

  れていることを確認するとともに監督職員又は検査職員に提示しなければならない。また、産業 

  廃棄物受入施設が発行する受入時の計量伝票の写しを監督職員に提出するとともに、監督職員又 

  は検査職員より請求があった場合には直ちに原本を提示すること。 

   なお、特別管理産業廃棄物（アスベスト等）については、受入時の計量伝票の写し及び産業廃 

  棄物管理票（マニフェスト）の写し（Ｄ・Ｅ票）を提出すること。 

（５）建設発生土及び産業廃棄物の処分について、工事請負契約締結後にあっては再生資源利用［促 

  進］（計画・実施）書を、工事竣工後は再生資源利用［促進］（計画・実施）書を所定の様式に

基づいて作成し、提出するものとする。 

   また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により対象工事の請負者は、当該工

事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨を、発注者に書面にて報告すること。 

（６）工事用残土・殻捨場は、民間の指定処分地（別紙建設発生土処理業者一覧・産業廃棄物処理業 

  者一覧 内での指定）であるが、運搬距離並びに経路については、事前に監督職員と協議し運搬 

  計画を作成し施工計画書に含め提出しなければならない。 

（７）本工事の施工により産業廃棄物税の対象となる発生材を処分する場合は、搬出時に産業廃棄物

税相当額を最終処分場業者に支払うこと。 

（８）再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書の提出様式については、奈良県技術管理課 

   ホームページ又は国土交通省ホームページからダウンロードし使用すること。 

 



なお、建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用した場合も、再生資源利用計画書および再

生資源利用促進計画書を紙媒体で提出すること。また、請負者は、再生資源利用計画書および再生

資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

 

６．事故報告について 

  請負業者は、工事施工中に工事事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 

 市指定の事故報告書を作成し、提出しなければならない。 

 

７．交通安全管理 

 

（１）交通誘導警備員の配置について 

   ① 交通誘導警備員は「警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号」第４条による認定を 

   受けた警備業者の警備員を配置すること。 

   ② 交通誘導警備員については、下表のとおりとする。工事の実工程等による交通誘導警備員 

   の増減は、設計変更の対象とはしないものとする。ただし、発注者と所轄警察署との協議結 

   果により、交通誘導警備員編成が変わる場合は、設計変更の対象とする。 

   ③ 工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計  

    変更の対象とする。 

 

 配置場所 

 

交通誘導警備員 

 

   編   成 

 

 昼夜別 

 

  交代要員の有無 

 

  備  考 

 

  図示 

 

 

  １名／日 

 

 

交通誘導警備員Ｂ 

 

 

昼間 

 

 

無 

 

 

延べ10名 

 

   

交通誘導警備員Ｂ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で、

交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交

通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警

備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に従事するもの  

（２）「ダンプトラック等による過積載等の防止について」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大

和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準

関連）を参照。 

８．官公庁等への手続き等 

本工事は、有資格者等による石綿事前調査を実施し、石綿事前調査結果報告システムにより申請

を行うこと。 

また、工事打合せ簿等にて監督職員へ申請（登録）完了の報告を行い、監督職員又は検査職員よ

り請求があった場合には登録内容を提示しなければならない。 

 

９．施工時間及び施工時間の変更 

  施工時間は、午前９時から午後５時とするが、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が 

 生じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

   

 



10．各種保険及び退職金制度について 

（１）請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定 

  により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければ 

  ならない。 

   なお、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用） 

  を工事請負契約締結後原則 1 ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

   また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（シール）を現場に掲示し、この制

度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図ること。 

第２章  材  料 

１．資材等の県産品利用促進 

  請負者は、地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品等調達については奈良県産品の使用を 

 より一層努めること。 

  奈良県産品とは次の①から②に示すものとする。 

   ① 県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む）で製造・加工された資 

    材・製品 

    ②  奈良県リサイクル認定製品 

２．材料に関する指示事項 

（１）再生材の使用について 

  イ．本工事の施工において使用する再生材（再生ＣＲ，再生砂，再生粒度調整砕石，再生アスフ 

   ァルト）については、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、工事施工箇所から 20 

   ｋｍの範囲内で、奈良県内に再資源化施設がある場合は、県内の再資源化施設で製造された再 

   生材を使用すること。 

    ただし、当該工事の工期、施工条件等により、必要とする量が確保できない場合は、監督職 

   員と協議すること。 

  ロ．上記イ．に記載しない再生材の使用にあたっても、奈良県産品の使用をより一層努めること。 

  ハ．再生材の使用にあたっては、「再生材の使用に関する取り扱いについて」（入札検査課カウ

ンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサ

ルタント業務等→基準関連）を参照。 

ニ．再生材の使用に当たっては、使用前に、監督職員に再資源化施設が発行する試験成績書を提 

   出すること。また、不純物の混入が無いこと等、現場にて搬入時にその品質確認を行うこと。 

    現場に搬入された再生材が、品質等その使用が不適当と監督職員から指示された場合には、 

   これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査（または確認）を受ける 

   こと。 

第３章  補足事項 

１．現場代理人等について 

  「建設工事及び建設工事に伴う委託業務（植栽維持管理業務含）に係る現場代理人等について」

（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設

工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。 

 

２．下請人の市内建設業者の優先選定 

  請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を大和郡山市内に本店を有するものの 

 中から選定するよう努めること。 



 

３．コリンズ(CORINS）への登録        

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各仕様書［最新版］のとおり。 

 

第４章  そ の 他 

 

１．工事用電力施設に関する指示事項 

 

２．工事用地等の使用 

 

３．一般事項 

 

（１）住民対策 

  イ．公共事業とはいえ通行者や沿道の住民に、迷惑をかけながら施工（営利活動）をしていると 

   いう意識を請負人は、代表者以下、作業員に至るまで十分に徹底すること。 

  ロ．地元との意志の疎通をはかり、苦情、トラブル等の解消に努め問題が起これば、請負人が責 

   任を持って対処すること。 

  ハ．第三者に理解できるよう予告、工事、交通規制等の看板・標識を設置すること。 

  ニ．現場代理人・主任技術者は、ネーム入り制服・ヘルメット・腕章等作業員と区別できるもの 

   を着用し、工事内容を十分理解して住民からの質問には、的確に説明すること。 

ホ．作業の内容・時期・時間等は、監督職員と打ち合わせどおりとし、変更のある場合は、監督 

   員との了解だけでなく地元とも協議をすること。 

  ヘ．トラブルや苦情には誠実に対応し、明らかに因果関係のない場合を除き迅速に対処すること。 

  ト．工事区間内や運搬経路の路面は、良好に保つために巡回し、転倒・泥はね・ほこり等の苦情 

   のないようにすること。特に雨天時は注意すること。 

  チ．道路横断管・家庭排水管等の露出があった場合は、注意して施工すること。またその排水管 

   に損傷を与えた場合は、部分的な補修ではなく全面的に入れ替えること。 

  リ．舗装復旧については、路面工作物とのなじみに留意し、縦横断勾配を確保して水のたまらな 

   いように平滑に仕上げること。 

  ヌ．個人の水道・電気・土地等の無断使用は絶対しないこと。 

  ル．交通誘導員についても前述の主旨をわきまえ、通行者を優しく丁重に誘導・指示させること。 

  ヲ．苦情・事故・要望・対処等の事実は、監督職員にその都度詳細に報告書にして提出し協議す 

   ること。 

（２）工事による地元営業店の支障、地元行事、し尿、ゴミ収集、緊急時の対策は十分検討し考慮し 

  ておかねばならない。 

４．その他留意事項 

・熱中症対策を行うこと。(施工中に適宜小休止を挟むこと) 

 

・施工にかかる際、施設利用者等に注意し作業を行うこと。 

 

・工事で生じた破損は補修または交換を行い、請負者の負担で現状復旧を行うこと。 

（工事場所以外を含む。） 



 

・本工事では、改修箇所を土日に予定されている大会等で使用することが想定されるため、 

 改修箇所を施設利用の無い平日に施工完了する必要があること。 

 また、土日以外の観客席の利用は無いものとし、平日作業とすること。 

 施工にかかる期間及びその他確認事項は受注後、監督員・施設管理者と打合せを行うこと。 

 現状の段階での想定になるが、9 月末の週から 10 月初週を使用停止で抑えているため、材料の納

入期間次第ではあるが、施工期間としては上記の期間を予定している。 





（別紙）

令和6年6月21日 以降　産業廃棄物処分業者一覧

天理市田町418番1､419番3､420番1の各一部 ○ ○ ○ ○

奈良市南庄町129番地、136番、143番地の各一部、182
番地、191番地1、143 番地

○ ○ ○ ○ ○

(有)　アサヒ開発 御所市大字元町315番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　井戸本
御所市大字室221番の一部､225番7､225番8､225番9､
226番の一部､227番､228番の一部

○ ○ ○

(株)　今西組 吉野郡十津川村大字小川200番30外3筆 ○ ○

(株)　今西商店 橿原市飯高町157番1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　上田建設 御所市大字柏原1485番4の一部 ○ ○

内村興産　(株) 生駒市北田原町1207番8 ○ ○

(有)　馬本賢商店 平群町大字若井589番1外6筆 ○ ○ ○ ○ ○

栄和建設　(株) 葛城市中戸39番地 ○

(株)　岡野土木建材 宇陀市榛原内牧1264番地1の一部 ○

(株)　ガイアート 大和郡山市今国府町6番9、20番､椎木町384番4 ○ ○

(株)　梶本建材 川西町大字下永960番1、961番1 ○ ○

(株)　川勝興産 御所市大字古瀬1287番3の一部 ○ ○ ○ ○ ○

川上村森林組合 川上村大字西河字坂呑18番2外2筆 ○

関西化学工業　(株) 上牧町中筋出作158番6 ○

関西メタルワーク　(株) 生駒市小平尾町1490-1､1491-1 ○ ○

(有)　北大和開発 上牧町大字上牧4666番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　クボクリーンサービス 香芝市尼寺一丁目8番､9番 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(有)　グロ-バル開発 葛城市中戸321-2、322-1 ○ ○ ○ ○

(株)　小倉開発 香芝市尼寺333-1､333-3 ○ ○ ○ ○

(株)　坂本興業 御所市大字室字西口15番2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　サクラモト 御所市大字三室610番1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三建工業　(株) 橿原市曲川町7丁目627番、628番の一部 ○

三洋商事　(株) 奈良市藺生町432番1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　四季園 生駒市小倉寺町277番2の一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　JUNコーポレーション 橿原市東竹田町169番地2、169番地3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　章南 御所市大字元町137番地の21 ○ ○ ○ ○ ○

(株)　セイケ商事 香芝市大字尼寺580番4 ○ ○ ○ ○

(株)　正光
御所市大字樋野461番地の一部､戸毛1116番地外1筆､
1082番1

○ ○ ○ ○ ○ ○

積水化成品工業　(株) 天理市森本町670番地1外32筆 ○

(有)　宗大 葛城市南花内252番地1の一部 ○ ○

(株)　ダイケン
奈良市北之庄西町二丁目11番地1、11番地6、11番地
10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(有)　大志 橿原市新堂町281番の8外3筆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大泉運輸　(株)
五條市二見5丁目1145番､1146番､1147番1､1148番1､
1166番1､1167番､1168番2､1474番各々の一部

○

太洋エンジニアリング　(株) 十津川村大字七色157番の一部 ○

(株)　大和化銀 宇陀市室生向渕2249番137 ○ ○ ○ ○ ○

(有)　大和環境サービス 河合町大字穴闇130番6 ○ ○ ○ ○

(有)　大和産業環境社 上牧町大字中筋出作240番3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(有)　拓栄興産
葛城市梅室138番12､138番13　汚泥は発生現場で固化
処理すること（車両搭載型攪拌固化機）

○ ○ ○ ○ ○

(株)　中和営繕
桜井市大字浅古1079､1080､1086-1､1087-1､1088-1､
1097-1､今井谷507外1､720

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　鶴田商店 田原本町味間317-1、317-7、317-8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　ディ・シー 葛城市新村123番1､127番1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳本砕石工業　(株) 大淀町芦原531番地の1 ○

(株)　トロワピリエ 大和郡山市小泉町2512番1 ○※１ ○※１

(株)　I・T・O

会　社　名　等 処 分 場 施 設　所 在 地

中間処理施設

繊維くず木くず廃プラ

がれき類
（工作物
除去に

伴って生
じた不要

物）

汚泥

ガラスく
ず・コンク
リートくず
及び陶磁

器くず

金属くずゴムくず
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令和6年6月21日 以降　産業廃棄物処分業者一覧

会　社　名　等 処 分 場 施 設　所 在 地 繊維くず木くず廃プラ

がれき類
（工作物
除去に

伴って生
じた不要

物）

汚泥

ガラスく
ず・コンク
リートくず
及び陶磁

器くず

金属くずゴムくず

(株)　中家建設 下市町大字原谷245外12筆 ○

(株)　中作 宇陀市菟田野宇賀志667番1､678番､679番 ○ ○ ○ ○

(株)　中吉野開発 下市町大字栃原2353番1の一部､2353番4､2353番5 ○ ○ ○

奈良県アスコン協同組合 大和郡山市額田部北町1137番地1外5筆 ○

奈良県合同砕石　(株) 吉野町津風呂184番の一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良総合リサイクルセンター　(株) 御所市大字多田572番1外5筆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良マテリアル　(株) 御所市大字城山台90番地の20、166番地4、166番地5 ○ ○ ○ ○ ○

(株)　奈良リサイクル 御所市大字池之内528番地の1の一部､528番地の2 ○※１ ○※１

大和郡山市長安寺町276-2　産業廃棄物の発生現場で
の処理に限る（車両搭載型溶融施設）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市藺生町416番1、416番2、418番1、418番4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南部環境開発　(株) 田原本町大字千代580番地の4外2筆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　西岡組 宇陀市大宇陀野依254番2､256番2､256番1の一部 ○ ○

日章金属興業　(有) 葛城市兵家171-1､171-7､152-7､152-12､166-3､1566 ○ ○ ○

日本資環　(株) 五條市西吉野町奥谷1249番地、1251番地の各一部 ○ ○ ○ ○ ○

野村興産　(株) 宇陀市菟田野大澤76番2 ○※２ ○※２ ○※２

(株)　ヒカリワールド 五條市住川町1309番地 ○ ○

(株)　疋田建設
葛城市大字加守1500番外2筆、香芝市穴虫2624番1、
2624番2の一部

○ ○ ○ ○ ○

一林産　(株) 奈良市藺生町445番、446番1 ○※３

(有)　日出産業 奈良市北之庄西町二丁目6番地の6 ○ ○ ○ ○ ○

福源商事　(株) 
五條市出屋敷町186番56の一部、近内町1104番51の
一部

○ ○ ○ ○ ○ ○

北和商事　(株) 大和郡山市小泉町2506番1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(株)　丸山土木 御所市大字小林756番外7筆 ○

(株)　丸山土木
御所市大字小林580-1の一部,581-1の一部,櫛羅
2536-1の一部

○ ○ ○ ○

(株)　みやこ建材
大和郡山市九条町29-3の一部､29-5の一部､31-1の一
部

○ ○ ○ ○

村本道路　(株) 橿原市曲川町708番1外3筆 ○

(株)　山田土木 御杖村大字土屋原3226番､3227番 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大和環境リサイクル　(株) 宇陀市菟田野宇賀志4番3 ○ ○

(株)　ヤマト興産
五條市二見5丁目1183番地1の一部､1184番地1､1184
番地4､1184番地5の一部

○

(株)　ヤマト産業サービスセンター 香芝市尼寺605番外２筆 ○ ○ ○ ○

(株)　山本工業 天理市庵治町92番外8筆､嘉幡町304番1外2筆 ○ ○ ○

(有)　ヨシモトゴム商会 御所市東松本243番､244番､246番､247番 ○ ○

(有)　馬本賢商店 生駒郡平群町大字福貴711番1外6筆　（安定型） ○※４

(株)　正光 御所市戸毛1082番1外3筆　（安定型） ○※４ ○※４ ○ ○ ○※４

奈良県合同砕石　(株) 吉野町津風呂183番1及び184番　（安定型） ○※４ ○※４ ○ ○ ○※４

(株)　南都興産 御所市大字重阪329番地他12筆　 （管理型） ○※４ ○※４ ○ ○ ○ ○ ○※４ ○

日本資環　(株) 五條市西吉野町奥谷1255番地ほか13筆　（安定型） ○※４ ○※４ ○ ○ ○※４

(株)　丸山土木 御所市大字小林561番外17筆　（安定型） ○※４ ○※４ ○ ○ ○※４

・ 一覧の中間処理施設及び最終処分場は、奈良県又は奈良市の許可を受け、令和６年６月１日現在、各ホームページにて公開している

　産業廃棄物処理業許可業者である。

　許可の有無や処分地・受入品目等について変動している場合があるため、処分場選定時には確認を行うこと。

　※１廃タイヤに限る　※２廃蛍光管又は廃水銀灯に限る　※３建設系伐採木に限る　※４廃石綿を含む　

(株)　NANBU

最終処分場
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１ ． 工事場所

Ⅰ． 工事概要

A2 - H31年度ver1. 0

縮

尺
Ｎｏｎ

確

認

作

図

物

件

種

類
日

付

大和郡山市矢田山町　 地内

２ ． 建物概要 野球場

３ ． 工事種目

Ⅱ． 建築改修工事仕様

１ ． 共通仕様

（ ２ ） 全ての設計図書は、 相互に補完する。 設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、

ことが困難若しく は不都合が生じた場合は、 監督職員と協議する

（ ３ ） 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、 取合い等の関係で、 設計図書による

１  質問回答書 (２ から５ までに対するもの), ２  現場説明書, ３  特記仕様書, ４  図面, ５  改修標準仕様書

とし、 これにより難い場合は、 （ ３ ） による。

　 仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 公共建築工事標準仕様書（ 建築

（ １ ） 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 公共建築改修工事

改修

（ ３ ） 特記事項に記載の［ 　 ］ 内表示記号は、 改修標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。

　 　 　 ・○印と※○印の付いた場合は、 共に適用する。

（ ２ ） 特記事項は、 ・○印の付いたものを適用する。

　 　 　 ○・ 印のつかない場合は、 ※印の付いたものを適用する。

（ １ ） 項目は、 番号に○印の付いたものを適用する。

２ ． 特記仕様

　 　 　 (　 )内表示記号は標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。

適 用 基 準 等１

項　 　 　 目章 特　 　 　 記　 　 　 事　 　 　 項

１
　
改
 
修
 
工
 
事
 
一
 
般
 
事
 
項

官公署その他への

　 　 　 　 届出手続等

(1)  工事の着手、 施工及び完成に当たり、 関係法令等に基づく 官公署その他の関係機関への

工事実績情報の登録 ※適用する [1. 1. 4]

工事の着手に先立ち、 実施工程表を作成し、 監督職員の承諾を受ける。

実施工程表を変更する必要が生じた場合は、 施工等に支障がないよう実施工程表を

直ちに変更し、 当該部分の施工に先立ち、 監督職員の承諾を受ける。

施工計画書

書） を作成し、 監督職員に提出する。

(1)  工事の着手に先立ち、 工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（ 総合施工計画

段階を定めた施工計画書（ 工種別施工計画書） を、 工事の施工に先立ち作成し、

監督職員に提出する。

また、 品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、 監督職員の承諾を受ける。

(2)  品質計画、 施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う

３

・ 県内処分場にて処理する。 （ 安定５ 品目） 　 　 半径（ 　   　 ） km. 以内

（ 安定5品目： がれき類、 ｶ゙ ﾗｽく ず及び陶磁器く ず、 廃ﾌ゚ ﾗｽﾁｯｸ類、 金属く ず類、 ｺ゙ ﾑく ず）

発生材の処理等

・ 引渡しを要するもの（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） [1. 3. 12]

[1. 1. 3]

[1. 2. 2]

[1. 2. 1]

特別管理産業廃棄物　 　 改修特記仕様書　 １ ０ 章による

　 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 ・ コンクリート 塊　 　 ・ アスファルト コンクリート 塊　 　 ・ 建設発生木材

・ 現場において再利用を図るもの

※再生資源利用［ 促進］ 計画(実施)書を提出する。

　 ・ 金属類　 　 ・ 小型二次電池

・ 蛍光ランプ、 ＨＩ Ｄランプ　 　 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管、 継手　 　 ・ ガラス

・ 再資源化を図るもの

・ 再資源化を図るもの（ 県内処理）

　 相当額を支払うこと。

　 　 なお、 県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、 奈良県産業廃棄物税

　 　 関係法令に従い構外排出適切処理とし、 産業廃棄物管理票（ マニフェスト ）

※産業廃棄物の処理

　 を提出する。

処理に注意を要する建設廃棄物

　 ・ ＣＯＡ処理木材

・ ひ素、 カドミ ウム含有石膏ボード

る場合は、 監督員の承諾を受ける。

※現場説明書による　 　 ・ 　 　

※適用する [1. 3. 3]

[1. 3. 5]施 工 条 件

建 築 材 料 等 　 本工事に使用する材料等のう ち、 特定のものが特記された場合には、 設計

図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。 但し、 同等のものとす

電気保安技術者７

８

９

(2)  関係法令等に基づく 官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、 労務等を提供する。

必要な届出手続等を直ちに行う。 なお、 届出内容について、 あらかじめ監督職員に報告する。

(3) (1) , (2)の施工計画書のうち、 品質計画に係る部分については、 監督職員の承諾を受ける。

　 なお、 本特記仕様書に後述する建築材料表において特記されたものについては、

国土交通省大臣官房官庁庁営繕部監修「 建築材料・ 設備機材等品質性能評価事業

建築材料等評価名簿（ 最新版） 」 による。

※ト ルエン、 キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。

※ＶＯＣ発生量の少ないものを使用する。

※ホルムアルデヒド放散等級Ｆ ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。

製造所の指定する工法とする。

　 改修標準仕様書、 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、 材料特別な材料の工法10

※アセト アルデヒド及びスチレンが発散しないか、 発散が少ないものを使用する。

14 中間技術検査 ・ 行う ［ 1. 7. 2］

[1. 5. 2]

[1. 5. 2]

施 工 調 査 施工数量調査

　 調査範囲　 ・ 図示　 ・ 　

　 調査方法　 ・ 図示　 ・ 　

[1. 5. 3]既存部分の破壊を行った場合の補修方法

11

　 ・ 図示　 ・ 　

・ 全て

・ 　

・ 全て

・ 　

　 　 　 　 　 　 　 ・ 左官　 ・ コンクリート 圧送施工　 ）

耐震改修工事（ ・ 鉄筋施工　 ・ 型枠施工　 ・ とび

塗装改修工事（ ・ 塗装　 　 ・ 左官　 　 　 　 　 　 　 ） ・ 全て　 ・ 　

内装改修工事（ ・ 内装仕上げ施工　 ・ タイル張り

・ 　 　

・ 全て

　 　 　 　 　 　 　 ・ 建具製作　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

建具改修工事（ ・ サッシ施工　 ・ ガラス施工　 　

作業の種別技能検定の職種

・ 全て

・ 全て　 ・ 　

・ 　 　 　

外壁改修工事（ ・ 左官　 ・ ﾀｲﾙ張り　 ・ 塗装

防水改修工事（ ・ 防水施工　 ・ 左官　 ・ 建築板金）

　 　 　 　 　 　 　 ・ 樹脂接着剤注入施工　 　 　 　 　 ）

[1. 6. 2]

　 　 　 　 　 　 　 ・ 表装　 ・ 左官　 ・ 建築大工　 　 　 ）

ト ルエン： 0. 07 ppm   

・ パッシブ型採取機器　 　 ・ 　測定方法

測定対象室

測定箇所数

ホルムアルデヒド： 0. 08 ppm   エチルベンゼン： 0. 88 ppm

スチレン： 0. 05 ppm   パラジクロロベンゼン： 0. 04 ppm

※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。

・ 着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。

キシレン： 0. 05 ppm

※室内空気中の化学物質の濃度測定については、 平24国営整第４ 号「 官庁営繕

　 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置

　 について」 及び「 学校環境衛生基準」 に基づく 化学物質を対象とするものと

　 し、 室内濃度指針は次による。 　 （ 室温２ ５ ℃に換算すること。 ） [1. 6. 9]

13 化学物質の濃度測定

12 技 能 士

17

16

・ 県土マネジメント 部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による

・ 　

・ 行わない

　 ・ 監督員の承諾する撮影業者。

・ 完成写真撮影業者（ 完成写真撮影場所は監督員の指示による）

※完成時

・ カラーパネル半切 ・ ０   ・ １   ・ ２

※着工前

※工事中 　 　 　 同上

・ ０   ・ ６   ・ ９

・ カラーキャビネ判

・ カラーサービス判

 　 　 同上

 監督員指示による

・ 作業基準による ・ 作成基準による

　 備考　 区分 　 　 分類・ 規格 　 　 撮影枚数 　 部数

工事写真・ 完成写真 ※工事写真　 奈良県県土マネジメント 部監修　 工事写真の撮影マニュアルによる。
[1. 2. 4]

　 ・ 改修標準仕様書表1. 8. 1による

完 成 図

施工図

　 ・ 図示した壁、 天井仕上材、 下地材の切り込み及び下地材の補強

　 ・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強

　 ・ 駆動装置が電動による建具類の２ 次配線及び操作スイッチ

設備工事との取合い

　 ・ 図示した貫通孔、 開口部の型枠及びそれらの補強

施工範囲18

　 なお、 製本図面サイズは監督員の指示とする。

　 ※請負者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成（ 設計図第

完成図の作成方法 [1. 8. 2][表1. 8. 1]

・ 完成写真として、 全紙パネルを（ 　 　 ） 部提出する。

　 　 　 （ ただし、 上記写真は、 アルバム製本とする。 ）

15 [1. 8. 1][1. 8. 2][1. 8. 3]・ 完成図（ 施工図、 施工計画書を除く ）

・ 施工図、 施工計画書

・ 保全に関する資料（ 提出部数　 １ 部　 ・ 　 　 部）・ 　

完成時の提出図書

・ 工事写真、 各種承諾図、 保証書等　

　 検査の時期

・ 完成図ＣＡＤデータ（ ＰＤＦ データ・ ＣＤ－Ｒ等）

　 ※完成図は､原則として金文字黒表紙製本とし､表紙の書き方は監督員指示とする。

　 　 ２ 原図訂正可） し、 糊張製本図面（ 　 Ａ２ ・ Ａ３ 共に各２ 　 ） 部提出する。

六価クロム溶出試験等

　　　　　　工　　法　：　配合設計段階　　検体、施工後段階　　検体

　　本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事

　であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン

　グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。

　　なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の

　六価クロム溶出試験要領による。

　　　　　　工　　法　：　配合設計段階　　検体、施工後段階　　検体

※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

　　　　　　工　　法　：　　検体

　　　　　　工　　法　：　　検体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

20

設 計 Ｇ Ｌ ・ 図示　 ・ 　19

　　　六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数

　　　タンクリーチング試験対象工法名及び検体数

　 設備機器の位置､取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。

ホルムアルデヒドの放散量が「 規制対象外」 に該当する材料とは以下のものとする。環境への配慮

ａ . 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

[1. 4. 1] １ ） JI S及びJASのF☆☆☆☆規格品

 ３ ） 下記表示のあるJAS規格品

 ２ ） 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

21

ｂ . 接着剤等不使用

ｃ . 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ . ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ . 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ . 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ホルムアルデヒドの放散量が「 第三種」 に該当する材料とは以下のものとする。

 １ ） JI S及びJASのF☆☆☆規格品

 ３ ） 旧JI SのEo規格品

 ４ ） 旧JASのFco規格品

 ２ ） 建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

２
　
仮
 
設
 
工
 
事

既存部分おける既存家具等の養生

　 ※ビニルシート 等による　 ・ 　

　 ・ 行う（ 図示）

[2. 3. 1]

[2. 3. 1]

固定された備品、 机、 ﾛｯｶー 等の移動

既存部分の養生 養生方法

　 ※ビニルシート 等による　 ・ 　

[2. 3. 1]

既存ブラインド， カーテン等の養生方法及び保管場所等

　 ・ 　

[2. 3. 1]

２

・ せっこうボード 張り（ 厚さ　 ※9. 5　 ・ 　 　 ）

・ 合板張り（ 厚さ　 ※9. 0　 ・ 　 　 　 　 ）

※Ｃ種

・ Ａ種

[2. 3. 2][表2. 3. 1]

・ 行う

片面への塗装

シート 張り

材質

・ Ｂ種

種別

仮設間仕切りの種別

　 ※木製扉、 合板張り程度　 ・ 　

[2. 3. 2]仮設扉の種別

４

備品等

監督職員事務所の
[2. 4. 1]

　 種類　 ※施工箇所面に枠組足場を設ける。

　 　 　 　 ・ 施工箇所面に単管本足場を設ける。

　 　 　 　 ・ 移動式足場を使用する。

　 　 　 　 ・ 仮設ゴンドラを使用する。

　 　 　 　 ・ 施工箇所面にく さび緊結式足場を設ける。

[2. 2. 1]

１ 内部足場足場その他

　 ※きゃたつ、 足場板等　 ・ 　

外部足場

[2. 2. 1]

[2. 2. 1][表2. 2. 1]

据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

は、 「 手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 の２ の(2)手すり

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 足場の組立て、 解体又は変更の作業

により、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり、

（ 厚生労働省　 平成21年4月） の「 手すり先行工法等に関するガイドライン」

※足場を設ける場合は、 「 手すり先行工法に関するガイドライン」 について」

[2. 2. 1]

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 朝顔養生　 ・ 　

防護シート による養生　 　 ・ 養生シート （ 防炎1類） 　 ・ 防音シート

材料、 撤去材等の運搬方法

　 ・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　 ・ Ｄ種　 ・ Ｅ 種

３ ・ 設ける

　 　 位置　 ・ 既存建物内の一部を使用する

　 　 　 　 　 ・ 構内に新設する

仕上の程度

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 仕　 　 　 　 　 様 部　 　 　 位

 　 　 床

 内壁・ 天井

 屋　 　 　 根

　 ・ 　

　 　 　 　 　 　 　 規模　 ・ 10㎡程度　 ・ 20㎡程度　 ・ 30㎡程度　 ・ 　 　 ㎡程度

　 ※塗装溶融亜鉛メ ッ キ鋼板塗り 又は鉄板張り ＋塗装

　 ※合板張り 又は石膏ボード 張り ＋塗装　 ・  

　 ※合板張り 又はビニル床シート 張り 　 　 ・  

[2. 4. 1]

石綿含有建材

よる安全データシート (SDS)等により確認を行い、 石綿含有建材を使用しない。

　 本工事に使用する材料については、 標準仕様書1. 3. 11(2)に準じて、 JI S Z 7253に

　 　 　 　 　 組 　 　 　 　 　 台 　 　 　 　 　 個 　 　 　 　 　 個

　 　 　 　 　 個

机・ 椅子

ゴム長靴 雨がっぱ 安全帯

備品の種類

数　 　 量

備品の種類

数　 　 量

備品の種類

数　 　 量

備品の種類

数　 　 量

書棚

　 　 　 　 　 着　 　 　 　 　 足

ホワイト ボード
黒板又は

その他事務所として通常必要な備品を揃えること

　 　 　 　 　 台

掃除具 パソコン 周辺機器

　 　 　 　 　 個　 　 　 　 　 台

湯沸器

　 　 　 　 　 台　 　 　 　 　 台

加入電話機衣類ロッカー 冷暖房機器

　 　 　 　 人用　 　 　 　 　 個

懐中電灯

　 　 　 　 　 個

ヘルメット

掛時計

監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による

１

　 　 ・ 行う（ ・ 設計時の調査報告書　 ・ 分析結果報告書　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

※行う　 　 ・ 行わない

　 取りまとめ監督職員に提出する。

　 目視及び設計図書等により製品名、 製造所名、 製造年等を確認し、 調査結果を

[9. 1. 1]施工調査等

　 ※「 建材中の石綿含有率の分析方法」 （ 平成18年8月21日基発第0821002号、

　 　 最終改正　 平成28年4月13日　 基発0413第3号） による。

　 ・ JI S A1481-1　 ・ JI S A1481-2　 ・ JI S A1481-3　 ・ JI S A1481-4

　 ・ 行う（ 適用範囲　 　 　 　 　 　 ） 　 　 ・ 行わない

分析方法

施工調査（ 石綿含有建材の有無）

石綿含有建材の分析調査

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

２

　 　 　 　 濃度測定
　 ・ 行う　 測定対象工事（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 ・ 行わない

[9. 1. 1]石綿粉じん

室

室

室

室

室

室

室

室

　 計

処理作業中

(隔離ｼー ﾄ撤去前) ・ 施工区画周辺又は敷地境界 点

※処理作業室内 点

※施工区画周辺又は敷地境界

※集じん・ 排気装置の排出口

※セキュリティ ーゾーン入口

（ 処理作業室外の場合）

点

点

点

・ 処理作業室内 点

・ 処理作業室内

点

点

　 測定場所  測定点

合 計 点

点

点処理作業後

点

点

点

点

点
処理作業前

点

測定時期

・ 施工区画周辺又は敷地境界

０

・ 埋立処分　 　 　 　 　 　 　 ・ 中間処理

１ 一般事項 分析調査

ダイオキシン類のサンプリング調査

　 ・ 行う（ 適用範囲　 　 　 　 　 　 ） ・ 行わない

２ 特別管理産業廃棄物の処分等 ・ 特別管理産業廃棄物

　 種類 　 処分（ 処理） 方法

・ 廃石綿等

・ PCBを含む機器類

・ PCB含有シーリング材  保護手袋着用の上、 手ばらしし

・ 廃油  焼却処分又は中間処理施設で再生処理

・ 廃酸／廃アルカリ  ・ [5. 3. 1]による

 ・ 中和処理

・ 焼却処分

・ 中間処理施設で再生処理

・ ダイオキシン類 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 ダイオキシン類の解体方法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

・ 行う　 図示（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ・ 行わない

・ 行う　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 行わない

除去工法

※試験施工に先立ち、 関係官庁への届出・ 許可を得ること。

試験施工

の除去

４

10

９

８

７

６

・ 埋立処分　 　 ・ 中間処理

※湿潤化の上手ばらし　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

※仕上表及び図面の建材表示の前に▲を付したもの

[9. 1. 2]

[9. 1. 1]

[9. 1. 5]

[9. 1. 2]

※適用する石綿作業主任者

・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）除去後の仕上げ

手続き等

・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

保管場所

除去工法

の除去及び処分

※湿潤化　 　 ・ 固形化

除去工法 [9. 1. 1][9. 1. 3]

・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

保管場所

・ 除去工法（ BCJ (財)日本建築センターの審査証明 (写)添付）の除去及び処分

・ 囲い込み処理（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

・ 封じ込め処理（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

３

１

・ 埋立処分（ 管理型最終処分場） 　 　 ・ 中間処理（ 溶融施設又は無害化処理施設）

５

※湿潤化　 ・ 固形化

・ 手ばらし　 　 ・ 破砕して除去

[9. 1. 1][9. 1. 4]

・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

保管場所

除去工法

の除去及び処分

・ 埋立処分（ 管理型最終処分場） 　 　 ・ 中間処理（ 溶融施設又は無害化処理施設）

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

ＰＣＢ含有シーリング（ 　 　 　 　 　 　 ） ・ 行う　 　 　 　 ・ 行わない

[1. 3. 12]

石綿含有吹付け材

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

除去した石綿含有吹付け材の処分

石綿含有仕上塗材

除去した石綿含有仕上塗材の固形化

除去した石綿含有仕上塗材の処分

石綿含有保温材等

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

石綿含有成形板

除去した石綿含有成形板の処分（ 石綿含有せっこうボードを除く ）

除去した石綿含有保温材等の処分

※石綿含有の有無は、目視及び設計図書等によるものである。

石綿含有材の箇所

改修工事標準仕様書9章1節[石綿含有建材の除去工事]による。

・ 集塵機付ディ スクグラインダーケレン工法及び集塵装置併用手工具ケレン工法

※労働基準監督署及び奈良県景観環境総合センター（ 奈良市内においては、

　 またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること

　 奈良市保険・ 環境検査課） に必要な書類の届出を行うこと、

そ
 
の
 
他
 
工
 
事

微量ＰＣＢ（ 変圧器２ 基、 コンデンサー） 　 　 　 ・ 行う　 　 　 　 ・ 行わない

 保管（ 保管場所： 　 　 電気室　 　 　 　 　 　 　 ）

 保管（ 保管場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

・  フェンス　 　 朝日スチール工業　 ＰＣフェンス　 同等品

・  観客席　 　 　 コト ブキシーティ ング　 ＢＬ Ｍ型　 同等品

実施工程表４

５

６

２

建築改修工事特記仕様書

　 　 ※ 観客席（ Ｆ ＲＰ製） の産廃処分は指定処分場による埋立処分（ 安定型） とする。

図

番

大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事　 特記仕様書

　 標準仕様書（ 建築工事編） 最新版」 （ 以下「 改修標準仕様書」 という。 ） による。 　 ただし、 改修標準

　 工事編） 最新版」 （ 以下「 標準仕様書」 という。 ） による。

大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事

※建築工事標準詳細図　 　 　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

※建築及び設備工事監督･検査事務処理様式集　 　 　  奈良県県土マネジメント 部

※県土マネジメント 部建築工事監督及び検査必携　 　 奈良県県土マネジメント 部

※建築物解体工事共通仕様書　  国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・ 建築改修工事監理指針上･下　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・ 建築工事監理指針上･下　 　 　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

現場事務所

　　　●金属類は産廃処分とする。(計量伝票を書面にて提出)

2025.4

Ａ－1大和郡山市役所　

都市建設部　入札検査課　施設整備室



都市建設部　入札検査課　施設整備室

大和郡山市
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図
番

多目的広場

中央広場

マシンハッチ

プロパン庫

テニスコート

休 憩 所

文化諸室棟

アリーナ棟

野　球　場

Ｎ

配置図兼仮設計画図　　1：800

Ｇ

(既設ﾍﾞﾝﾁ942席撤去)
その他防水処理・撤去工事

・観客席改修(高圧水洗含む)

現場事務所

資材置場

Ａ-2

1/800

色付け箇所(942席全撤去)

撤去前、現地にて監督員と席数確認を行うこと。

附近見取図・配置図

注記事項

１）本図は参考図であり、施工の際は通行障害や安全性に配慮した

記　号

凡　　例

工事場所範囲

名　　　称

Ａ型単管バリケード（工事時期・範囲により決定）

Ｇ 交通整理員（工事期間常駐） ２）敷地内工事車両の通行の際は、細心の注意を払うこと。

３）停車車両の周囲はコーン区画を行い、歩行者等に明示を行うこと。

４）球場内にて施工の際は立ち入り禁止掲示及び施工部の養生を行い、

　　周辺環境に配慮し作業にかかること。

　　積込・運搬車両等の配置を考慮した計画とし、施設管理者、または

　　監督員及びまちづくり事業課と協議の上、決定すること。

工事車両進入方向（仮設・現場資材等搬入時）



都市建設部　入札検査課　施設整備室
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立面図　　 　1：300

立面図　　 　1：300

立面図　　 　1：300

1/300

Ａ-3

現況立面図



都市建設部　入札検査課　施設整備室
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Ａ-4

改修平面詳細図 1/100



大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事

縮
尺

種
類

確
認

日
付

作
図

物
件2025.4

図
番

大和郡山市

都市建設部　入札検査課　施設整備室

素地調整を行うこと。

ブラケットt4.5鋼板加工品　クランプｔ3.2 鋼板プレス　溶融亜鉛めっき仕上

アルミ合金ダイキャスト　屋外用合成樹脂焼付塗装　KC-230

φ34×ｔ3.2鋼管 亜鉛めっき　 透明被膜付　

高密度ポリエチレン  ブロ－成形品　KB  

脚

上台

連結材

床に固定　

BLM-3510

ブロー成形品は、その製品特徴により伸縮があり、図中記入の寸法公差があるため注意のこと

2-M8皿バネ付ナット

2-平座金 呼び8×18×t1.6

表面処理

アンカーボルト：特殊セラミックコーティング

ナット・座金類：特殊セラミックコーティング

【参考】

席番

列番

1500以下

W

175

(200)WWW

2020

(W-400)

800

101184

800

101

184

(515)

22

80

(
58

)

φ10（穿孔径）

20

234

25

234

アンカーボルトをセットしてからボルトの全周をコーキングのこと

2-M8×80 全ネジボルト　

（接着系アンカー）　　　　

40

1
84

アンカー位置

脚

4
00

4
00

42
0

42
0

5

50

1500以下

50265±5

400±8

コンクリート床取付詳細図  S=1/2
平面図  S=1/5

265±5

・新規取付時、躯体ﾓﾙﾀﾙ部のｻﾋﾞ・ｺｹ等を高圧水洗にて

あり

あり

1/100

Ａ-5

観客席詳細図


